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新型コロナウィルス感染症に関する小学校臨時休校に伴う公設民営児童ク 

ラブの対応について（通知） 

 

平素より、本市の児童クラブ運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうござい

ます。 

本市では、新型コロナウィルス感染予防のための小学校臨時休校に伴う公設民営児

童クラブ（以下、「クラブ」とする。）の対応として、次のとおりといたしますのでご

確認ください。 

 

１ 開所日 

  小学校が臨時休校となる令和２年３月２日（月）から２５日（水）まで 

 

２ 開所時間 

  午後１時より午後６時まで（７時まで延長保育を実施） 

 

３ 登所にあたって 

  ①朝、各ご家庭で検温いただき、「検温結果」、「風邪の症状の有無」、「登所の 

  有無」、「登所時間」をコドモンにて必ずご申請ください。検温結果が３７．５ 

度以上の場合は受け入れが出来ませんのでご了承ください。 

  ②マスクがご自宅にある方は、必ず着用して登所してください。 

  ③登所時・１５時・１７時の検温において、３７．５度以上となった場合には、 

お迎え対応となります。 

  ④クラブでは昼食の用意はありません。必ず各ご家庭で昼食を済ませた上で登 

  所いただけますようお願いいたします。 

 

 

 



４ 感染症への対応について  

  ①小学校臨時休校については、新型コロナウィルスの感染拡大防止のためとな 

っておりますが、クラブにおける感染リスクがないわけではありません。感染 

に懸念がある場合には、登所をお控えいただけますようお願いいたします。 

②クラブではマスクやアルコール消毒液の在庫が豊富にあるわけではありま 

せん。おやつ時等の手洗いは声がけいたしますが、小学校のような指導とはな 

りませんので予めご留意ください。 

    

 ５ 感染症発生時の対応について 

   クラブ在籍児童が発症、感染者の濃厚接触者に特定された場合に関わらず、対 

象小学校の在籍児童、その他市内で発症、感染者の濃厚接触者に特定された場合 

に閉所または登所自粛を呼びかける場合がありますので、予めご了承ください。 

 

 ６ その他 

   ３月２６日（木）以降は春休みとなり、長期休暇中の対応（８時開所）となり 

ます。また、臨時休校中の土曜日も同様となります。 

  

                  お問い合わせ 

                 【児童クラブ全般に関すること】 

                  市役所保育課児童クラブ担当 

     連 絡 先 0467-82-1111 内線 2156 

    【保育内容等に関すること】 

     特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会 

     児童クラブ事業部 

連 絡 先 0467-87-4466 

 


